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機

関
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育
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関
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育

機

関

体
育
施
設
管
理
事
務
所

武

道

館

第
二
条

公
印
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次
の
各
号
に
掲
げ
る
印
章
を
い
い
、
そ
の
管
守
は
そ
れ
ぞ
れ

第
二
条

公
印
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
印
章
を
い
い
、
そ
の
管
守
は
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
の
者
（
以
下
「
管
守
者
」
と
い
う
。
）
が
行
う
も
の
と
す
る
。

当
該
各
号
の
者
（
以
下
「
管
守
者
」
と
い
う
。
）
が
行
う
も
の
と
す
る
。

一
〜
五

略

一
〜
五

略

六

教
育
機
関

六

教
育
機
関
（
体
育
施
設
管
理
事
務
所
及
び
武
道
館
を
含
む
。
以
下
同

の
印

教
育
機
関
の
長

じ
。
）
の
印

教
育
機
関
の
長

七

略

七

略

２

略

２

略


